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申 �＝申し込み先　問 ��＝問い合わせ先　予 �＝予約

多久市の収入の一部とするため、有料広告を掲載しています。
くわしくは、情報課 広報広聴係　☎７５－２２８０　死koho@city.taku.lg.jp

受講料　5００円
申し込み　下記連絡先へ連絡ください
※�２ 月にも多数講座を開催しています
問  �西九州大学・西九州大学短期大学部
� 　☎３２－１３１４

ストーブによる火災に
注意しましょう！

　毎年冬季には、ストーブが原因の
火災が急増します。そのほとんどは、
ストーブの不適切な使い方や、使う
人の不注意から発生しています。　
　そこで、ストーブによる火災を防
ぐポイントを紹介します。
①�ストーブの周囲は常に整理整頓をする
②�寝る時、その場を離れる時は火を
消す習慣をつける
③�燃えやすい物の近くでストーブを使わない
④�ストーブの上で洗濯物の乾燥などを行わない
⑤給油は火を消してから行う
⑥�使わない時はコンセントを抜いておく
⑦�異臭や異音などを感じたら使用をやめる
問  �佐賀広域消防局�予防課　☎３３−６７６5

「働き方」が変わります!!

　平成３１年 ４ 月 １ 日から順次施行さ
れます。
◎施行される主な改正事項
Ⅰ　�時間外労働の上限規制が導入されます！
Ⅱ　�１ 人 １ 年あたり 5日間の年次有給休暇

の取得が企業に義務づけられます！
Ⅲ　�労働時間の状況を客観的に記録する

ことが企業に義務づけられます！
◎�働き方改革関連法などの詳細は、以
下の相談窓口へ問い合わせください
　１．�時間外労働の上限規制や年次

有給休暇などに関すること
　➡︎�労働基準監督署の「労働時間相

談・支援コーナー」（☎３２－７１３３）
　２．�正規雇用労働者と非正規雇用

労働者の間の不合理な待遇差
の解消に関すること

　➡︎�佐賀労働局雇用環境・均等室
　３．�労働時間管理のノウハウや賃

金制度の見直し等労務管理に
関すること

　➡︎�佐賀県働き方改革推進支援セン
ター（ ０１２０－６１０－４６４）

問 ��佐賀労働局雇用環境・均等室
� 　☎３２－７１６７

NASVA（ナスバ）

　NASVA自動車事故対策機構で
は、下記支給や貸付を行っていま
す。自損・他損事故は問いません。
○重度後遺障害者介護料支給制度
対　象　�自動車事故による重度後遺障

害者で介護が必要とされる人
○交通遺児等貸付制度（無利子貸付）
対　象　自動車事故被害者の子ども
　　　　（義務教育終了前まで）
※くわしくは、問い合わせください

問 ��独立行政法人�自動車事故対策
機構佐賀支所� 　☎２９−９０２３

TAQUA（６５歳以上）
12月の無料送迎バスの運行日

日程 運　　行

４ 日㈫
東多久方面
（①石原橋 ９時３０分発）
（②大平庵１０時2０分発）

１８日㈫
中多久・岸川・立山方面
（中多久駅 ９時３０分発）
番所・高木川内・明治佐賀方面
（天山CC入口１０時発）

2０日㈭ メイプルタウン・大工田方面
（メイプルタウン公民館１０時発）

2６日㈬
南多久方面
（①谷下公民館 ９時３０分発）
（②桐野入口１０時３０分発）

※帰りは１5時出発予定です
※老人会以外も利用できます
※�運行ルートや時間など
　のくわしい内容は、多
　久市ホームページでご
　確認ください。
問 ��福祉課�高齢・障害者福祉係
　� �☎７5−４８２３

広 告

ＦＭ佐賀77.9MHz 毎週月曜
お昼12時～12時30分

『Hello!多久』好評放送中

番組へのリクエストやメッセージは

taku＠fmsaga.co.jp 625－1462


